
朝日町公告第２９号 

下記のリースについて、次の通り一般競争入札を行うので、朝日町会計規則（昭和５５年朝

日町規則第４号）第７３条の規定に基づき公告する。 

令和８年７月１日 

朝日町長 矢野 純男   

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名  朝日町教育施設 小中学校校務用 PC機器等更新リース 

（２）履行場所  三重郡朝日町大字柿・小向地内（朝日町役場、朝日小学校、朝日中学校） 

（３）リース概要 別紙仕様書のとおり 

（４）契約期間  契約締結日から令和１３年９月３０日まで 

（５）リース期間 令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）入札の公告の日において、朝日町入札参加資格者名簿において「（大分類）リース・レ

ンタル（中分類）リース・レンタル（品目）事務用機器・OA機器」に登録されている者 

（３）公告から入札までの間に、朝日町から資格（指名）停止を受け、又はその期間中でない 

   者 

（４）入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に 

参加できない。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされ

ている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

（６）次の暴力団等排除措置要件に該当していない者  

①役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常時 

物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。） の代表者を、法人格

を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその

者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。）が暴力団員（朝日町暴力

団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。  

②暴力団(朝日町暴力団排除条例(平成２３年朝日町条例第１号)第２条第１号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。  

③役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三

者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。  

④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的

若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。  

⑤③及び④に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ



き関係を有している。 

 

３ 入札参加手続き 

（１）入札参加申請書の提出期限 

  令和８年７月２２日（水）午後４時３０分まで 

（２）提出先 

  〒５１０－８５２２ 

   三重県三重郡朝日町大字小向８９３番地 

   朝日町教育委員会事務局 教育課 

（３）提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は期限必着） 

※郵送の場合は書留等受取記録が残る方法にて上記指定時間内に指定する場所に必着の

こと。 

（４）提出書類 

   一般競争入札参加資格確認申請書（指定用紙） 

（５）資格の確認結果通知 

入札参加資格がない者のみ、令和８年７月２３日（木）までに電話により連絡する。 

  なお、参加資格があると認められた者については連絡しない。 

 

４ 質問及び回答 

 本入札に関して質問があるときは、本町指定の質問書を作成し、下記により提出すること。 

（１）受付期間 

令和８年７月８日（水）午後４時３０分まで（必着） 

（２）提出方法 

持参、郵送又は電子メールにより朝日町教育委員会事務局 教育課へ提出すること。 

※郵送の場合は書留等受取記録が残る方法にて上記指定時間内に指定する場所に必着の

こと。 

※電子メールの場合は到着確認の電話連絡を行うこと。 

（３）質問に対する回答 

質問の回答は、令和８年７月１５日（水）中に町ホームページに掲載する。 

 

５ 入札について 

 当該一般競争入札は郵便入札とする。なお、詳細については別紙「入札心得」のとおりとす

る。 

（１）入札書提出期限 令和８年７月２９日（水）９時３０分 

（２）開札日時    令和８年７月２９日（水）１０時００分 

（３）開札場所    朝日町役場 ２階 第２会議室 

（４）入札保証金   免除 



（５）契約保証金   納付 

 ※朝日町会計規則第９３条第２項に規定する有価証券等又は金融機関関係等若しくは保証事業会社との保

証委託契約の保証書を提出することにより、契約保証金の納付に代えることができる。また、同規則第９３条

の３第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券等又は同項第２号に規定する工事履行保証契

約に係る保証証券を提出することにより、契約保証金の納付を免除することができる。 

（６）最低制限価格  なし 

（７）予定価格    非公表 

（８）支払条件 

・前払金 なし 

・部分払 なし 

・概算払 なし 

・支払いは月額払いとする 

 

６ その他 

（１）資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

（２）一度提出した資料の修正は一切受け付けない。また、資料の返却は行わない。 

 

７ 問合せ先 

 朝日町教育委員会事務局 教育課（担当：高重） 

 〒５１０-８５２２ 三重県三重郡朝日町大字小向８９３番地 

 TEL ０５９－３７７－５６５７ 

 FAX ０５９－３７７－４５４３ 

 MAIL kyouiku@town.asahi.mie.jp 


